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食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う営業等の取扱いについて 

 

 平成 30 年６月 13 日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」（平成 30 年法

律第 46号。以下「改正法」という。）が、本日から本格施行されます。 

つきましては、改正法の施行に伴う HACCP に沿った衛生管理、営業許可制度の見直しと

営業届出制度の創設等を踏まえ、下記のとおり、別紙１及び２に示す通知等を廃止及び改

正することとするので、御了知の上、対応方よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 別紙１に示す通知等については、本日付けで廃止及び改正する 

通知等に示す取扱いが既に現行の通知、改正法の関係規定、施行通知等で示されてい

る、改正法の施行後に取扱いが廃止、変更等される、個別事例である等の理由により廃

止及び改正する。 

 

２ 別紙２に示す通知等については、令和５年６月１日付けで廃止する 

改正法の施行により、改正法による改正前の食品衛生法第 13条は廃止されたが、改正

法附則第３条に基づき、総合衛生管理製造過程の承認の有効期間の満了の日までは、従

前の例によるものとされているため、別紙２に示す通知については令和５年６月１日付

けで廃止する。なお、承認の有効期間の満了の日までは、別紙２に示す通知による取扱

いを行うこととする。 

 

Administrator
スタンプ



（別紙１） 

 

（１）令和３年６月１日付けで廃止する通知 

  通知日 文書番号 通知名 

1 昭和 23年 7月 12日 公健発第 738号 水産食品輸送用車輌の衛生保持に関する件 

2 昭和 25年 10月 19日 衛発第 789号 
食品衛生法施行令第５条に規定する菓子製造業の定義につ

いて 

3 昭和 25年 12月 26日 衛発第 941号 魚介類市場営業の許可対象の疑義について 

4 昭和 26年 6月 19日 衛発第 461号の 2 餅の製造、加工業は菓子製造に入るか 

5 昭和 26年 8月 18日 衛環発第 20号 食用蛙の取扱について 

6 昭和 27年 4月 23日 衛発第 385号 乳販売業者の知事の承認について 

7 昭和 27年 5月 12日 衛発第 437号 駅構内における食品の衛生保持について 

8 昭和 29年 1月 18日 衛発第 30号 食品衛生法第 22条の解釈について 

9 昭和 29年 8月 27日 衛発第 616号 食品衛生法による営業許可の取扱上の疑義について 

10 昭和 29年 12月 3日 衛環発第 33号 移動食肉販売施設の取扱について 

11 昭和 30年 2月 17日 衛発第 104号 食品衛生法第 21条の規定による営業許可について 

12 昭和 30年 5月 25日 衛環発第 17号 食品衛生法、旅館業法と風俗営業取締法との関係について 

13 昭和 31年 6月 1日 衛環発第 24号 アイスクリーム形態に氷結された食品 

14 昭和 31年 6月 1日 衛環発第 24号 かん詰又はびん詰食品とは 

15 昭和 31年 6月 1日 衛環発第 24号 びん詰食品の定義 

16 昭和 31年 9月 13日 衛発第 619号 
学校及び事業場等における飲食店、喫茶店営業の許可につい

て 

17 昭和 31年 11月 2日 衛発第 772号の 2 食品衛生法施行令第 5条第 1号について 

18 昭和 31年 11月 15日 衛発第 810号 農山村地帯における食肉販売営業の運営指導について 

19 昭和 32年 1月 11日 衛環発第 4号の 2 
食品衛生法第 21条の規定による営業許可に対する疑義につ

いて 

20 昭和 32年 1月 25日 衛発第 47号 食肉の移動販売について 

21 昭和 32年 8月 12日 衛環発第 35号 食品衛生法第 21条による営業許可について 

22 昭和 32年 9月 9日 衛環発第 43号 許可営業施設の最低基準案の送付について 

23 昭和 32年 11月 16日 衛環発第 65号 各営業の許可に当り、類似のものを取り扱う際の施設の共用 

24 昭和 32年 11月 16日 衛環発第 65号 市乳販売業の許可 

25 昭和 32年 11月 16日 衛環発第 65号 市乳の冷却保存免除の承認 

26 昭和 32年 11月 16日 衛環発第 65号 同一施設内で煮豆とつくだ煮を製造する場合 

27 昭和 32年 11月 16日 衛環発第 65号 飲食店等の営業許可に当っての２年を下らない有効期限 

28 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 
カラメルを製造している営業者は食品衛生管理者を置かな

ければならないか 

29 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 
許可営業のそれぞれの施設基準に合致すれば１つの施設で

２以上の営業を営むことができるか 

30 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 化学的合成品たる添加物の製造又は加工 

31 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 
醤油、ソース類、酒類を製造元から搬入してびん詰して販売

する場合の許可 

32 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 アイスクリームを作り、その店の客に出す場合の営業許可 

33 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 同一営業者がみそ製造業と醤油製造業とを兼業する場合 



34 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 
みそ製造の施設を設け、客にその施設を無料で利用させてい

る場合営業許可必要か 

35 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 旅館の本館と別館とに対する飲食店営業の許可について 

36 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 
搾り後の酒をびん詰又はたる詰している営業は酒類製造業

か 

37 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 酒の仕込から搾りまでを行う営業は酒類製造業か 

38 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 ２種以上の製造業の許可 

39 昭和 33年 2月 7日 衛環発第 9号 
酒の仕込からびん詰又はたる詰まで一貫して行っている営

業 

40 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 製造者と販売者又は商標の併記 

41 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 食肉販売業の範囲 

42 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 飲食店で市乳を販売する場合の許可 

43 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 乳処理業の許可と市乳の販売 

44 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 市乳販売業の規模及び範囲について 

45 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 標示事項が不詳なものの販売等の禁止 

46 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 みそ製造業の許可について 

47 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 原料から油揚等のみを製造する営業者 

48 昭和 33年 3月 19日 衛環発第 31号 「旅館」営業の概念について 

49 昭和 34年 5月 12日 衛環発第 30号 豆腐を主要原料とするねり製品について 

50 昭和 34年 9月 4日 環衛第 37号 乳飲料又は清涼飲料水の許可について 

51 昭和 36年 1月 25日 衛環発第 3号 
小形氷塊を合成樹脂性容器に入れて販売する場合の許可に

ついて 

52 昭和 36年 7月 18日 環衛第 9号 食品衛生法施行令第 5条の疑義について 

53 昭和 42年 12月 4日 環第 7403号 営業許可に関する疑義について 

54 昭和 63年 11月 30日 衛食第 234号 
弁当・仕出し料理・そうざいを取り扱う営業者に対する監

視指導の強化について 

55 平成 9年 3月 31日 衛乳第 104号 食肉処理業に関する衛生管理について 

56 平成 16年 2月 27日 食安発第 0227012号 
食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガ

イドライン）について 

57 平成 24年 7月 27日 食安発 0727第１号 食品の自動販売機に係る施設基準ガイドラインについて 

58 平成 26年 5月 12日 食安発 0512第６号 
食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガ

イドライン）について 

59 平成 26年 10月 14日 食安発 1014第１号 
食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガ

イドライン）の改正について 

60 平成 30年 3月 29日 生食発 0329第 5号 

「自動車で野生鳥獣を解体する食肉処理業の施設基準のガ

イドライン」の策定及び「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指

針（ガイドライン）」の一部改正について 

 

  



（２）令和３年６月１日付けで一部改正する通知 

  通知日 文書番号 通知名 改正内容 

1 昭和 28年 3月 9日 衛発第 124号 
食品衛生法第21条に関する行政訴訟

について 

「「１ 照会事項について」の

（１）」及び「答１」の削除 

2 昭和 36年 9月 11日 環発第 150号 
いわゆる包装食肉、ブロイラー等の

製造又は販売の取り締まりについて 

「２ 販売過程における取

扱」の（イ）の削除 

3 昭和 42年 3月 3日 環乳第 5016号 
自動車による食品の移動販売に関す

る取扱要領について 

「第３ 取扱方針」の「１ 営

業許可」の削除 

4 昭和 60年 1月 18日 衛乳第５号 

と畜場法施行規則、食品衛生法施行

規則及び食品、添加物等の規格基準

の一部改正について 

別紙２の削除 

5 平成 10年 11月 25日 生衛発第 1674号 
食品衛生法施行規則及び食品、添加

物等の規格基準の一部改正について 

「第５ 卵選別包装施設の衛

生管理要領について」及び別

添１の削除 

 



（別紙２） 

・令和５年６月１日付けで廃止する通知 

  通知日 文書番号 通知名 

1 平成 12年 11月 6日 生衛発第 1634号 総合衛生管理製造過程承認制度実施要領の改訂について 

2 平成 12年 12月 25日 生衛発第 1865号 総合衛生管理製造過程承認制度実施要領の一部改訂について 

 


